
居宅介護等サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、ご説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがございましたら、ご遠慮なく質問をしてください

１. 居宅介護等サービスを提供する事業者について

	事業者名称
	株式会社　まごころ

	所在地

連絡先
	滋賀県甲賀市水口町山3938-41
電話　０７４８－６３－５７３０　FAX　０７４８－６３－５５６０


２.ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について

　 (1)事業所の所在地等
	事業所名称
	メディケア訪問介護事業所

	居宅介護等

事業者番号
	　居宅介護等事業　２５１０６０１１０３　

	事業所所在地
	滋賀県草津市草津３丁目１４－４４

	連　絡　先

 相談担当者名
	電話　（０７７）５９９－３５５０　　

ＦＡＸ（０７７）５６３－５９９１

担当　　松 永　香 織

	事業所の通常の

事業実施地域
	草津市・守山市・栗東市・野洲市・大津市


(2)事業の目的および運営方針

	事業の目的


	障害者総合支援法の趣旨にしたがって、利用者がその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう居宅介護等を提供いたします。

	運営方針


	事業所の訪問介護員等は、解決すべき課題を把握し、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえたうえでサービス提供を行います。

上記の他「指定居宅介護等の事業の人員及び運営に関する基準」を遵守いたします。


(3)サービス提供可能な日と時間帯

	営　業　日
	３６５日

	営 業 時 間
	午前９時００分～午後５時００分
（ただし、利用者の希望に応じて、上記時間外でも、サービス提供可能な体制をとらせていただきます。）


　

(4)事業所窓口の営業日及び営業時間

	営  業  日
	月曜日～金曜日（１２月３１日～１月３日及び祝日を除く）

	営 業 時 間
	午前９時００分～午後５時００分


　(5)事業所の職員体制　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和６年11月１日　現在)
	職　　　種
	職　務　内　容
	人　　員　　数

	管　理　者
	管理者は、本事業所の訪問介護員等・その他の従業者の管理、本事業の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を行うとともに、従業者にこの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行います
	　　１名

	サービス提供責任者
	サービス提供責任者は、居宅介護等計画の作成、利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行います。
	　　２名以上

	訪問介護職員


	訪問介護員等は、居宅介護等計画に従って訪問介護を行います。
	　　２名以上


３.提供するサービスの内容と料金および利用料について

　

(1) 提供するサービスの内容について

身体介護（ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。）

	
	　　　　　　サ　ー　ビ　ス　の　内　容

	入浴介助
	入浴の介助や清拭（体を拭く）や洗髪などを行います。

	排せつ介助
	排せつの介助、おむつ交換を行います。

	食事介助
	食事の介助を行います。

	衣服の着脱の介助
	衣服の着脱の介助を行います。

	通院介助
	通院の介助を行います。


　

家事援助（ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。）

	
	　　　　　　サ　ー　ビ　ス　の　内　容

	調理
	利用者の食事の用意を行います。

	洗濯
	利用者の衣類等の洗濯を行います。

	掃除
	利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。

	買物
	利用者の日常生活に必要となる物品の買物を行います。

	その他
	その他必要な家事援助及びその他のサービス


重度訪問介護（身体介護や家事援助、見守りなど生活全般を支援します。）

	　　　　　　サ　ー　ビ　ス　の　内　容

	身体介護、家事援助、見守り等を行います。具体的な内容は、身体介護、家事援助と同様です。




その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。

(2) 利用料について（厚生労働大臣の定める居宅介護支援費の額を利用料とします。）

利用者負担金額については、受給者証に記載されている金額をご参照ください｡
※ご利用者に障害者総合支援法が適用される場合は、ご利用者本人及び扶養義務者の負担能力に応じ市町村が決定する額となります。

※２人のホームヘルパーにより訪問を行った場合

　１人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと２人のヘル　パーでサービスを提供した場合は、２倍の利用者負担額をいただきます。

(3)交通費について

	交　通　費


	ご利用者のお宅が当事業所の通常の事業実施地域以外にあるときは、下記のとおり交通費の実費をいただきます。
１　通常の事業実施地域を越えた地点より片道１０㎞未満　　　３００円
２　通常の事業実施地域を越えた地点より片道１０㎞～片道２０㎞未満 　５００円
３　上記項目２の距離を越える場合は、距離を１０㎞増すごとに２００円を加算いたします。
４　ご利用者の都合で、タクシーを利用した場合は実費を負担していただきます。


(4)キャンセル料金について

　　　ご利用者の都合により居宅介護等の利用を中止する場合、次のキャンセル料を事業所はご利用者へ請求する場合がございます。

　

	①火曜日～土曜日利用分の中止を前日までに通知いただいた場合
	キャンセル料不要

	②日曜日・月曜日利用分の中止を前週の金曜日までに通知いただいた場合
	キャンセル料不要

	③１２月３０日～１月４日の利用分を１２月２８日（ただし、土曜日・日曜日の場合は前週の金曜日）の正午までに通知いただいた場合
	キャンセル料不要

	④８月１４日～１６日利用分を８月１２日（ただし、土曜日・日曜日の場合は、前週の金曜日）までに通知いただいた場合
	キャンセル料不要

	⑤　①～④の日時までに通知をいただかなかった場合

　　
	キャンセル料として　1000円


※利用者の病変、急な入院等のやむを得ない事情による場合は、キャンセル料は不要となります。

(5)その他利用料

サービスを実施するために必要な水道、ガス、電気、電話の費用および、その他必要な実費（ご利用者のための食料品・日用品等の物品の購入、公共交通機関・医療機関・その他各種サービスの利用に係る費用）を負担していただきます。
(6)料金の支払い時期と支払方法
　　　　当事業所より利用者様宛てに、当月の利用料等の合計額の請求書に明細書を付して翌月１５日までに送付します。翌月末日までに、お支払いください。

　メディケア訪問介護事業所が指定する口座に、口座振替もしくは振込送金の方法でお支払いください。

４．訪問介護員の変更

　　　訪問介護員の変更については、お気軽に窓口までご相談ください。

５．プライバシー（個人情報）の保護
　当事業所がサービスを提供するさいに、ご利用者やご家族に関して当事業所が知り得た情報については、ケア会議などのご利用者へのサービス提供のために必要な業務以外では決して他に漏れないようにいたします。サービスの提供に関わって、ご利用者の情報を他の事業者等と共有する必要があるときは、あらかじめご利用者に説明し同意書に署名捺印をいただきます。
６．緊急時の対応方法

　　　訪問介護員等は、訪問介護の実施中に、ご利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告等の対応をいたします。

緊急時の連絡先
　　　　　サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族等へ連絡いたします。

	主　治　医
	主治医氏名
	

	
	連　絡　先
	

	親　族　等
	氏　　　名
	

	
	連　絡　先
	

	（　　　　　　　）
	氏　　　名
	

	
	連　絡　先
	


７．解約
(１)ご利用者は当事業所に対し、契約書に添付した「解約の通知」を解約する日までに事業所に届け出ていただくことによって、この契約を解約することができます。ただし、緊急の入院など、やむをえない場合はこの限りではございません。
(２)当事業所は、事業の廃止などやむを得ない事情がある場合、ご利用者に対して契約終了日１ヶ月前までに理由を示した文書でお知らせすることにより、契約を解約することがございます。この場合、滞りなくサービスを受けることができるように手配いたします。
８．契約の終了
　　　つぎの場合には、自動的に契約は終了いたします。
(１)ご利用者が施設等に入所された場合
(２)ご利用者に支援費制度が適用されなくなった場合
(３)ご利用者がお亡くなりになった場合
９．損害賠償
　　　　ご利用者に対して当事業所の責任において賠償すべきことが起こった場合は、ご利用者に賠償をいたします。
　　　

１０．サービス提供に関する相談、苦情について
　　　　当事業所が提供するサービスについて、ご相談や苦情などがございましたら、当事業所の窓口まで遠慮なくお申し出ください。

	☆サービス相談窓口☆

電話番号　０７７－５９９―３５５０　苦情相談係　松 永　香 織
　　　（受付時間）月曜日～金曜日　９：００～１７：００


当事業所以外でも、ご相談や苦情などについては下記の窓口がございます。
	機　関　名
	電話番号

	大津市　障害福祉課
	０７７－５２８－２７４５

	草津市　健康福祉部　障害福祉課　
	０７７－５６１－２３６３

	守山市　障害福祉課
	０７７－５８２－１１６８

	栗東市　障がい福祉課
	０７７－５５１－０１１３

	野洲市　障がい者自立支援課
	０７７－５８７－６０８７

	滋賀県運営適正化委員会

（あんしん・なっとく委員会）
	０７７－５６７－４１０７


　以上の重要事項説明書を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業所が署名押印の上、

１通ずつ保有するものとします。

重要事項説明日　　　令和　　年　　月　　日
居宅介護等の提供開始にあたり、ご利用者に対して本書面にもとづいて重要な事項を説明いたしました。
　　　　　 （事業所名）　 所在地 滋賀県草津市３丁目１４－４４
　　　　　　　　　　　　　　名称   メディケア訪問介護事業所　
　　　　　　　(説明者名)　　所属　　　　訪問介護事業部　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私は本書面により事業者から重要な事項の説明を受けました。
　　　　　　（利用者）　　

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（代理人又は、立会人）

  　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　メディケア訪問介護事業所重要事項説明書








